
スポーツ ＆  レクリエーション 

8月19日（日）、8月26日（日）　米野運動場　参加チーム　12チーム 
ファーストピッチの部 
Aブロック 優勝　中門間 優勝　中野スターズ   3 位　春日東陽常盤町   3 位　朝日町 
Bブロック 優勝　米野 優勝　美笠クラブ   3 位　田代西   3 位　無動寺 

第44回町民ソフトボール大会 

　平成31年4月1日から、事務所や飲食店などの事業所から出される可燃ごみを処分するのに、10キ
ログラムまでごとに108円の手数料が必要となります。 
　なお、家庭から排出されるごみは今までどおり無料です。 

◆事業系ごみとは 
　一般の家庭から出るごみと区別して、あらゆる事業活動に伴って発生したごみのことをいいます。
事業活動とは飲食店や商店、事務所や工場などの営利を目的としたものばかりでなく、病院や学校な
どの公的サービスを行っているものも含まれます。 

◆事業者の責務 
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄
物を自らの責任において処理しなければならない」と定められています。事業者には、事業所で出た
ごみを適正に処理する責任があります。 

◆事業所から出たごみの処理方法 
　一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼するか、ごみ積替施設へ直接搬入してください。
少量であっても事業活動から発生したごみは町内のごみステーションに出すことはできません。 
※一般廃棄物収集運搬許可業者の連絡先は、役場環境経済課までお問合せください。 

◆事業系可燃ごみの処理に町が使っている費用 
　町全体でごみの処理や減量を推進する事業のために、
1年間で約5.3億円の税金が使われています。そのうち、
約1.4億円（10kgあたり562円）が事業系可燃ごみの処
理費として使われています。 

有料化の目的と概要 
　事業系可燃ごみの有料化は、排出者責任の明確化、一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推
進、排出量に応じた負担の公平を目的に手数料を納めていただくものです。 
手数料の支払い方法 
①一般廃棄物収集運搬許可業者による収集の場合：収集運搬料金に上乗せ 
②ごみ積替施設（㈱高島衛生）へ直接搬入の場合：搬入量に応じて後日請求 
※②は搬入前に町に申請が必要です。 

ごみを減らしましょう ～事業系可燃ごみの処分が有料となります～ ごみを減らしましょう ～事業系可燃ごみの処分が有料となります～ 

【問 合 先】 環境経済課　蕁388‐1114

平成29年度のごみ排出量と処理費 
種類 排出量 処理費 

家庭系可燃ごみ 
事業系可燃ごみ 
不燃ごみ 
資源ごみ 

3,600t 
2,500t 

600t 
500t

2.5億円 
1.5億円 
0.8億円 
0.5億円 

高齢者インフルエンザ予防接種 
接種期間　10月1日～12月31日 

　高齢者のインフルエンザ予防接種を実施します。年齢の基準は接種日現在となります。 

　定期接種の対象者の方で、岐阜県の羽島郡
外にかかりつけ医のいる方は、広域化予防接種
協力医療機関（町が指定する岐阜県内羽島郡
外の医療機関）で接種することができます。接種
を希望される方は、事前に町またはかかりつけ医
にご相談ください。 

定期接種（予防接種法に基づく接種） 

定期接種（予防接種法に基づく接種） 

任意接種（予防接種法に基づかない接種） 

対 象 者  

自己負担金 

接 種 回 数  

接 種 方 法  

持 ち 物  

・接種時に笠松町に住民登録のある65歳以
上の方 

・60歳から64歳までの方で、心臓・腎臓・呼吸
器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによ
り免疫機能に障がいがあり、日常生活が極度
に制限される状態の方 

1,500円 
（ただし、生活保護の方は自己負担金を免除し
ますので、健康介護課へ申請してください。） 

1回 

①指定医療機関へ予約 
②指定医療機関に設置してある「予診票」を記入 
③自己負担金（1,500円）を支払う 

健康保険証 

対 象 者  

自己負担金 

接 種 回 数  

接 種 方 法  

持 ち 物  

接種時に笠松町に住民登録のある60歳から
64歳までの方 

1,500円 

1回 

①指定医療機関へ予約 
②指定医療機関に設置してある「インフルエン

ザ予防接種に関する助成申請書」を記入 
③自己負担金（1,500円）を支払う 

健康保険証、印鑑（申請書に必要） 

自己負担金 

接 種 回 数  

接 種 方 法  

持 ち 物  

医療機関が設定する接種料金から、3,380円
の上限を差し引いた額 

1回 

①かかりつけ医へ予約 
②役場健康介護課窓口・福祉健康センター・ 

総合会館で「予診票」を受け取り記入 
③自己負担金を支払う 

健康保険証、予診票 

笠松町 
医療機関名 所在 

愛 生 病 院  
伊 藤 内 科  
岩 村 医 院  
おおかわ整形外科 
片 山 ク リ ニ ッ ク  
小 寺 医 院  
こ め の 医 院  

さ とう 整 形 外 科  
杉 山 内 科 医 院  
羽 島 ク リ ニ ッ ク  
ひらたクリニック 

まつなみ健康増進
ク リ ニ ッ ク  

吉 田 胃 腸 科  

電話 
３８８‐３３００ 
３８７‐２２５７ 
３８７‐０１８０ 
３８８‐７６６６ 
３８８‐８７００ 
３８７‐４５０４ 
３８７‐６０１０ 

３８８‐０１００ 
３８８‐３６００ 
３８７‐６１６１ 
３８７‐３３７８ 

３８８‐０１１１ 

３８７‐２２１７ 

円城寺 
上本町 
門 間  
門 間  
田 代  
美笠通 
米 野  

田 代  
奈良町 
門 間  
田 代  

泉 町  

門前町 

医療機関名 所在 電話 

岐南町 
医療機関名 所在 

赤座医院上印食診療所 
お お し ろ 内 科  
岡 山 ク リ ニ ッ ク  
おくむらメモリークリニック 
河合内科クリニック 
北田内科クリニック 
ぎなん皮ふ科クリニック 
岐南ほんだクリニック 

さかいだ耳鼻咽喉科 
サンライズクリニック 
しみず整形外科リハビリクリニック 
総合在宅医療クリニック 
なごやかクリニック 
伏 見 医 院  
やまうちクリニック 
渡 辺 小 児 科  

電話 
２４７‐２６２６ 
２４９‐１３６６ 
２６８‐０３０７ 
２１５‐５５０９ 
２４７‐６６３０ 
２７８‐１０３０ 
２５９‐４１１２ 
２４９‐２２８８ 

２１４‐３３２２ 
２４７‐３３２２ 
２４８‐６０１１ 
２１３‐７８３０ 
２１５‐８７９０ 
２４７‐８８２８ 
２１５‐７７７１ 
２４６‐８８８２ 

上印食 
野 中  
徳 田  
下印食 
八 剣  
下印食 
三 宅  
三 宅  

八 剣  
野 中  
上印食 
八剣北 
三 宅  
三 宅  
八剣北 
八 剣  

医療機関名 所在 電話 

② 広域化予防接種協力医療機関で接種する場合 
（接種前、町から予診票を受け取る必要があります） 

　①または②以外で接種される60歳以上の方は、3,380円を上限に助成しますので、接種後、領収書・
印鑑・通帳を持参し、役場健康介護課窓口・福祉健康センター・総合会館へ申請してください。なお、
助成金は、接種された方名義の口座に振り込みます。 

何らかの健康被害が生じた場合 

定期接種の方 
任意接種の方 

予防接種法に基づく給付を受けることができます。 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度の対
象となります。 

③ ①または②以外で接種する場合（任意接種）（接種後、町へ申請してください） 

① 羽島郡内の指定医療機関で接種する場合（接種後、町へ申請する必要はありません） 

【申請期限】 

【指定医療機関】 

平成31年1月15日（火） 

【問 合 先】 健康介護課　蕁388‐7171

※グラウンドコンディション不良のため、決勝戦は中止となりました。 

平成30年10月1日　第1097号 平成30年10月1日　第1097号 


